
議第 ３ 号 

 

令和５年度 近江八幡市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 

  令和５年度近江八幡市の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 435,373 千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,835,700千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

令和 ６ 年 ２ 月 １５ 日提出 

 

         近江八幡市長 小 西  理 
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提案理由 

  総務費において、職員給与費で人件費、国保料賦課徴収事業で物件費等を減額

する。保険給付費において、医療機関等支払負担金及び高額療養給付負担金等で

負担金補助及び交付金を減額する。国民健康保険事業費納付金において、負担金

補助及び交付金を減額する。諸支出金において、過年度返還金を追加するととも

に、各費目において物件費等を精査し補正する。 

  これらの財源については、国民健康保険料、国民健康保険税、使用料及び手数

料、国庫支出金、県支出金及び諸収入、並びに繰入金で財源調整し充当する。 

 

 

 



議第 ４ 号 

 

令和５年度 近江八幡市介護認定審査会共同設置事業特別会計補正予算（第１号） 

 

令和５年度近江八幡市の介護認定審査会共同設置事業特別会計補正予算（第１号）

は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1,070 千円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 32,530千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

令和 ６ 年 ２ 月 １５ 日提出 

 

         近江八幡市長 小 西  理 
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提案理由 

  介護認定審査会設置事業費において、職員給与費及び物件費を精査し補正する。 

  これらの財源については、分担金及び負担金、並びに繰入金を充当する。 

 

 



議第 ５ 号 

 

令和５年度 近江八幡市介護保険事業特別会計(保険事業勘定)補正予算（第３号） 

 

  令和５年度近江八幡市の介護保険事業特別会計（保険事業勘定）補正予算（第３号）

は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 175,420 千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,157,662千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

令和 ６ 年 ２ 月 １５ 日提出 

 

         近江八幡市長 小 西  理 
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提案理由 

  総務費において、職員給与費で人件費、介護保険管理運営事業等で物件費等を

減額する。保険給付費において、居宅介護サービス給付事業等で負担金補助及び

交付金を減額し、地域密着型介護サービス給付事業で負担金補助及び交付金を追

加するとともに、各費目において職員給与費及び物件費等を精査し補正する。 

  これらの財源については、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金及び諸収入、

並びに繰入金で財源調整し充当する。 

 

 

 



議第 ６ 号 

 

令和５年度 近江八幡市介護保険事業特別会計(サービス事業勘定)補正予算（第１号） 

 

  令和５年度近江八幡市の介護保険事業特別会計（サービス事業勘定）補正予算（第

１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 835 千円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 9,765千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

令和 ６ 年 ２ 月 １５ 日提出 

 

         近江八幡市長 小 西  理 
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提案理由 

  総務費において、介護予防サービス計画事業で委託料を減額する。 

  これらの財源については、サービス収入、並びに繰入金で財源調整し充当する。 

 

 

 



議第 ７ 号 

 

令和５年度 近江八幡市文化会館事業特別会計補正予算（第１号） 

 

  令和５年度近江八幡市の文化会館事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 233 千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ 80,033千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

令和 ６ 年 ２ 月 １５ 日提出 

 

         近江八幡市長 小 西  理 
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提案理由 

  文化会館事業費において、職員給与費で人件費、文化会館管理事業で物件費等

を追加し、文化会館自主事業で物件費等を減額する。 

  これらの財源については、使用料及び手数料、入場料収入及び諸収入、並びに

繰入金で財源調整し充当する。 

 

 

 



議第 ８ 号 

 

令和５年度 近江八幡市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 

  令和５年度近江八幡市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に定め

るところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 27,887千円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 1,119,478千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

令和 ６ 年 ２ 月 １５ 日提出 

 

         近江八幡市長 小 西  理 
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提案理由 

  総務費において、職員給与費で人件費、後期高齢者医療賦課徴収事業等で物件

費等を減額する。後期高齢者医療広域連合納付金において、負担金補助及び交付

金を減額する。 

  これらの財源については、繰入金を充当する。 
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